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特殊勤務手当の事務処理のフロー図

支給に係る手続きはどのような流れになっているか。

職員が業務に従事・報告

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等

一覧表」２～３頁

及び「質疑応答集」17～28頁を参照

要件を満たしているかを確認

どの手当が何号様式かは、29頁を参照

整理簿の作成 様式は30～31頁

記入例は32～34頁

正規職員 臨時講師等

電 算 入 力 手 計 算

小・中学校は入力帳票により教育事務所へ報告 様式は35､37､39頁、記入例は36､38､40頁

支 給 入力月の給料にて支給

事 後 確 認 支給額を給与明細で確認



特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当のののの種類種類種類種類・・・・支給額支給額支給額支給額・・・・内容等一覧表内容等一覧表内容等一覧表内容等一覧表 （１/２）
平成２２年４月現在

業 務業 務業 務業 務 のののの 種 類種 類種 類種 類 業 務 内 容 支給対象職員 摘 要
支給額

週休日及び休日 勤 務 日

非非非非 (1) 非常災害時の児童・生徒の保 日額６,４００円 (ｱ)終日に及ぶ程度 (1) 正規の勤務時間･･･７時間４５分 教頭（３級の者は 昭和４７年４月３日付け青教学第７号
常常常常 護、緊急の防災復旧業務 被害が特に甚大な非常災害（人事 （日中７時間４５分程度） (ｱ)正規の勤務時間に続き午後１１時まで 除く）
災災災災 人事委員会規則７－１０第２条第１号 委員会が定めるものに限る）に従 (ｲ)(ｱ)と同程度 (ｲ)午前２時前から午前８時まで 教諭 昭和４７年７月１８日付け
害害害害 事した場合は１２，８００円 （正規の勤務時間外において当該業務 (ｳ)(ｱ)・(ｲ)と同程度 養護教諭 青教学第６４１号

教 緊教 緊教 緊教 緊 に継続して６時間以上従事した場合) 栄養教諭
急急急急 (2) 児童・生徒の負傷疾病等に伴 ６,０００円 (2) 正規の勤務時間･･･３時間４５分若しく 助教諭 昭和５４年７月２４日付け
補補補補 う救急業務 同第２条第１号 は４時間 養護助教諭 青教学第５４９号

員 導員 導員 導員 導 (ｱ)正規の勤務時間に続き午後８時まで 常勤の講師
手手手手 (3) 児童・生徒に対する緊急補導 ６,０００円 (ｲ)午前２時前から午前８時まで 寄宿舎指導員 平成１１年１月６日付け
当当当当 業務 同第２条第１号 (ｳ)(ｱ)・(ｲ)と同程度 実習助手 青教学第１１１９号

特特特特
修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当 同第２条第１号 ３,４００円 ７時間４５分程度（７時間３０分以上） 平成１３年１１月１２日付け

修学旅行、臨海、林間学校等におい （就寝時間は含まない） 青教職第６０２号
殊殊殊殊 て児童・生徒を引率して行う宿泊を伴

う指導業務 平成２２年３月３１日付け
(ボランティア活動など、社会奉仕体 青教職第７０５号

業業業業 験活動、自然体験活動その他の体験活
動も含む。)
※学校が計画して実施するものに限る

務務務務
対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当 同第２条第１号 宿泊を伴う ７時間４５分程度（７時間３０分以上）

対外運動競技において児童・生徒を ３,４００円 （就寝時間は含まない）
手手手手 引率して行う指導業務

宿泊を伴わない 終日に及ぶ程度
３,４００円 （日中７時間４５分程度）

当当当当 （７時間３０分以上）

部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当 同第２条第１号 ２,４００円 日中従事した時間が引き続き４時間程度 正規の勤務時間が３時間４５分若しくは４ 昭和５３年３月１７日付け
学校管理下において行われる部活動 時間の日において、日中従事した時間が引 青教学第１５２０号

（正規の教育課程としてのクラブ活動 き続き４時間程度
に準ずる活動）における児童・生徒に 昭和５３年１２月２６日付け
対する指導業務 青教学第１０８８号

平成２２年３月３１日付け
青教職第７０５号
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特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当のののの種類種類種類種類・・・・支給額支給額支給額支給額・・・・内容等一覧表内容等一覧表内容等一覧表内容等一覧表 （２/２）
平成２２年４月現在

業 務業 務業 務業 務 のののの 種 類種 類種 類種 類 支給額 業 務 内 容 支給対象職員 摘 要

多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当 同第２条第２号 ３の学年で編制 小学校又は中学校の２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業 教諭・助教諭・常
日額３５０円 又は指導 勤の講師

ただし、次に掲げる者は支給対象外
２の学年で編制 (1)２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間がその者の

日額２９０円 担当授業時間数の２分の１に満たない者
(2)２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間が１週間に
つき１２時間に満たない者

教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当 同第２条第３号 日額２００円 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる次表に掲げ 教諭 昭和５３年３月１７日付け
る主任等の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したとき。 （主任等の職務を 青教学第１５２０号

担当する教諭）

支給要件（学級制限等）
主 任

高等学校 特別支援学校 小・中学校

教務主任 制限なし 制限なし 制限なし

学年主任 ３学級以上の学年 ３学級以上の学年 ３学級以上の学年

生徒指導主任 ３学級以上の学校 ３学級以上の学校 小－６学級以上の学校

生徒指導主事 中－３学級以上の学校

研修主任 ６学級以上の学校

進路指導主事 ３学級以上の学校 ６学級以上の中学部 ６学級以上の中学校

３学級以上の高等部

学科主任 ３学級以上の学校 ３学級以上の学校

農場長 ３学級以上の学校

寮務主任 ３学級以上の学校 ３学級以上の学校
（五所川原農林・三本木農

業高校のみ）

渉外主任 ６学級以上の学校

図書主任 ６学級以上の学校

部主任 ６学級以上の部

特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当 同第２条第４号 月額１２,６００円 次に掲げる職員が、障害のある幼児、児童及び生徒に対する授業又は指導に従事した 教諭等 平成２１年３月３０日付け
とき。 青教職第６８１号

１月の勤務日が１５日未満の場合 (1)特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄
は、１日につき６００円 宿舎指導員及び実習助手

(2)小学校又は中学校に勤務する教諭、助教諭及び講師のうち、学校教育法第８１条に規
定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とするもの及
び学校教育法施行規則第１４０条に規定する児童又は生徒に対する特別支援教育に直
接従事することを本務とするもの
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具体的な事務処理の流れ ケース１

主任手当主任手当主任手当主任手当についてについてについてについて

【例】 ○○小学校の３学年主任 青森太郎 が２２年４月に、下記のとおり勤務した場合

４月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

出勤 出勤 土 日 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 土 日 旅旅旅旅 出勤 出勤 出勤

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

出勤 土 日 出勤 出勤 出勤 出勤 時休 土 日 出勤 免免免免 出勤 休日 出勤

↓↓↓↓

要件確認

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等一覧表」より

教育業務連教育業務連教育業務連教育業務連 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる次表

絡指導手当絡指導手当絡指導手当絡指導手当 に掲げる主任等の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したとき

支給要件（学級制限等）
主 任

小・中学校

教務主任 制限なし

学年主任 ３学級以上の学年

生徒指導主任 小－６学級以上の学校

生徒指導主事 中－３学級以上の学校

研修主任 ６学級以上の学校

進路指導主事 ６学級以上の中学校

「手当を支給できる日は？｣

○時間休 例．朝１時間時休を取った場合
○半休 例．午後から半休を取った場合 勤務していれば
○半日振替 例．半日振替をした場合 支給できる。
○義務免（半日）例．健康診断のため、半日義務免を取った場合

○年休 例．１日年休を取った場合
○義務免（１日）例．１日ドックのため、１日義務免を取った場合 勤務していない
○振替（１日）例．１日振替をした場合 場合は、支給で
○勤務場所を離れた研修 きない。

例．夏季休業中、勤務場所を離れた研修の承認を受けた場合
○出張 例．公務のため出張した場合 － 支給できる。

※週休日及び休日に移動のみの場合は対象外



- 5 -

以上より

手当を支給できる日は ２０日

↓↓↓↓
整理簿作成

第１号様式の２

特 殊 勤 務 手 当 支 給 整 理 簿 （平成２２年４月分）

確 認 者 係

校 長 教 頭 事務長 ○○小学校

手当等の名称（担当内容） 職 ・ 氏 名 勤務日数 手 当 額 備 考

主任手当（３学年） 教 諭 青森 太郎 ２０日 4,000円

↓↓↓↓
入力帳票作成

例月給与・ＡＬ０３ 実績報告書２－１

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 2 0 1 平成 ２２年 ４月分

修 正 2 0 2

所 属 名 氏 名 支 出 科 目 コ ー ド １

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 コード 日数等

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2９ 30 31 32

○ ○○ ○○ ○○ ○ 小 学 校 青 森 太 郎小 学 校 青 森 太 郎小 学 校 青 森 太 郎小 学 校 青 森 太 郎 0 1 1 0 1 0 1 3 3 5 8 1 0 2 00 1 1 0 1 0 1 3 3 5 8 1 0 2 00 1 1 0 1 0 1 3 3 5 8 1 0 2 00 1 1 0 1 0 1 3 3 5 8 1 0 2 0

7 3 5 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 77 3 5 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 77 3 5 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 77 3 5 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

※記入方法については３６頁参照

↓↓↓↓

手当支給（給料日）

↓↓↓↓

整理簿＆実績報告書＆給与明細の支給額が一致しているか確認
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具体的な事務処理の流れ ケース２

修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当についてについてについてについて

【例】 ○○中学校の教諭 弘前一郎 が２２年４月２６日（月）～２９日（木）に、修学旅行の引率
をした場合

↓↓↓↓

要件確認

・学校教育活動として行われているか
・宿泊を伴っているか、また従事時間は７時間４５分程度（７時間３０分以上）か

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等一覧表」より

業 務業 務業 務業 務 のののの 種 類種 類種 類種 類 支給額 業務内容
（日額）

修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当 同第２条第１号 ３,４００円 ７時間４５分程度(７時間３０分以上)
修学旅行、臨海、林間学校等において （就寝時間は含まない）

児童・生徒を引率して行う宿泊を伴う指導
業務(ボランティア活動など、社会奉仕体
験活動、自然体験活動その他の体験活
動も含む。)
※学校が計画して実施するものに限る

↓↓↓↓
整理簿作成

第１号様式の１

特 殊 勤 務 手 当 支 給 整 理 簿 （平成２２年４月分）

確 認 者 係

校 長 教 頭 事務長

学校名 ○○中学校

業務に従事した日等 業務に従事し

職 名 氏 名 業務内容 日 時 間 宿 泊 開催地 た日の正規の 手当 備考

(曜日) の有･無 宿泊地 勤務時間

２６日 9時00分から 8時00分から

教 諭 弘前 一郎 修学旅行引率 (月) 22時00分まで 有 東京都 3,400円

13時間00分 16時30分まで

２７日 6時30分から 8時00分から

〃 〃 〃 (火) 22時00分まで 有 〃 3,400円

15時間30分 16時30分まで

２８日 6時30分から 8時00分から

〃 〃 〃 (水) 22時00分まで 有 〃 3,400円

15時間30分 16時30分まで

２９日 6時30分から 8時00分から 休日

〃 〃 〃 (木) 17時00分まで 無 〃 3,400円

10時間30分 16時30分まで
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↓↓↓↓
入力帳票作成

例月給与・ＡＬ０３ 実績報告書２－１

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 2 0 1 平成 ２２年 ４月分

修 正 2 0 2

所 属 名 氏 名 支 出 科 目 コ ー ド １

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 コード 日数等

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2９ 30 31 32

○ ○○ ○○ ○○ ○ 中 学 校 弘 前 一 郎中 学 校 弘 前 一 郎中 学 校 弘 前 一 郎中 学 校 弘 前 一 郎 0 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 3 0 0 50 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 3 0 0 50 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 3 0 0 50 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 3 0 0 5

6 0 0 0 9 9 9 6 7 8 9 9 9 96 0 0 0 9 9 9 6 7 8 9 9 9 96 0 0 0 9 9 9 6 7 8 9 9 9 96 0 0 0 9 9 9 6 7 8 9 9 9 9

※記入方法については３６頁参照

↓↓↓↓

手当支給（給料日）

↓↓↓↓

整理簿＆実績報告書＆給与明細の支給額が一致しているか確認
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具体的な事務処理の流れ ケース３

対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当についてについてについてについて

【例】 ○○中学校の陸上部の顧問 青森次郎 が２２年４月に、
２７日（火）～２８日（水）の２日間、「県中学校春季陸上競技大会」（「青森県中体連陸上

競技専門部」主催）参加のため、陸上部を引率した場合

↓↓↓↓

要件確認 ※ポイント

大会要項等で要件を満たして
いるかを確認する。

・大会の主催・共催は？
・学校教育活動として行われているか
・週休日及び休日に行われた場合、従事時間は７時間４５分程度（７時間３０分以
上）か
・週休日以外に行われた場合、宿泊を伴っているか、また従事時間は７時間４５
分程度（７時間３０分以上）か

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等一覧表」より

業 務業 務業 務業 務 のののの 種 類種 類種 類種 類 支給額 業務内容
（日額）

週休日・休日 勤務日

対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当 同第２条第１号 宿泊を伴う ７時間４５分程度(７時間３０分以上)
対外運動競技において児童・生徒を ３,４００円 （就寝時間は含まない）

引率して行う指導業務
宿泊を 終日に及ぶ程
伴わない 度（日中７時間
３,４００円 ４５分程度）

(７時間３０分以上)

↓↓↓↓
整理簿作成

第１号様式の１

特 殊 勤 務 手 当 支 給 整 理 簿 （平成２２年４月分）

確 認 者 係

校 長 教 頭 事務長

学校名 ○○中学校

業務に従事した日等 業務に従事し

職 名 氏 名 業務内容 日 時 間 宿 泊 開催地 た日の正規の 手当 備考

(曜日) の有･無 宿泊地 勤務時間

対外運動競技等引率 ２７日 9時00分から 8時00分から

教 諭 青森 次郎 春季陸上大会（陸上部） (火) 21時30分まで 有 青森市 3,400円

主催 県中体連 12時間30分 16時30分まで

２８日 6時30分から 8時00分から

〃 〃 (水) 17時30分まで 無 3,400円

〃 11時間 16時30分まで
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↓↓↓↓
入力帳票作成

例月給与・ＡＬ０３ 実績報告書２－１

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 2 0 1 平成 ２２年 ４月分

修 正 2 0 2

所 属 名 氏 名 支 出 科 目 コ ー ド １

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 コード 日数等

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2９ 30 31 32

○ ○○ ○○ ○○ ○ 中 学 校 青 森 次 郎中 学 校 青 森 次 郎中 学 校 青 森 次 郎中 学 校 青 森 次 郎 0 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 4 0 0 20 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 4 0 0 20 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 4 0 0 20 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 4 0 0 2

6 0 5 5 0 0 2 4 5 6 7 8 9 06 0 5 5 0 0 2 4 5 6 7 8 9 06 0 5 5 0 0 2 4 5 6 7 8 9 06 0 5 5 0 0 2 4 5 6 7 8 9 0

※記入方法については３６頁参照

↓↓↓↓

手当支給（給料日）

↓↓↓↓

整理簿＆実績報告書＆給与明細の支給額が一致しているか確認
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具体的な事務処理の流れ ケース４

部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当についてについてについてについて

【例】 ○○中学校の野球部の顧問 青森三郎 が２２年４月に、

１０日（土）、１７日（土）、２４日（土）、２９日（木）の４日間部活動指導に従事した場合

↓↓↓↓

要件確認

・学校の管理下において行われる部活動か

・週休日、休日又は休日等以外の正規の勤務時間が３時間４５分若しくは４時間の日か

・従事時間は４時間以上か

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等一覧表」より

業 務業 務業 務業 務 のののの 種 類種 類種 類種 類 支給額 業 務 内 容
（日額）

週休日・休日 勤 務 日

部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当 同第２条第１号 ２,４００円 日中従事した 正規の勤務時間が３時
学校管理下において行われる部活 時間が引き続 間４５分若しくは４時間の

動（正規の教育課程としてのクラブ活 き４時間程度 日において、日中従事し
動に準ずる活動）における児童・生徒 (４時間以上) た時間が引き続き４時間
に対する指導業務 程度(４時間以上)

↓↓↓↓
整理簿作成

第１号様式の１

特 殊 勤 務 手 当 支 給 整 理 簿 （平成２２年４月分）

確 認 者 係

校 長 教 頭 事務長

学校名 ○○中学校

業務に従事した日等 業務に従事し

職 名 氏 名 業務内容 日 時 間 宿 泊 開催地 た日の正規の 手当 備考

(曜日) の有･無 宿泊地 勤務時間

１０日 8時30分から 時 分から

教 諭 青森 三郎 部活動指導 (土) 12時30分まで 2,400円

（野球部） 4時間 時 分まで

１７日 8時30分から 時 分から

〃 〃 〃 (土) 12時30分まで 2,400円

4時間 時 分まで

２４日 8時30分から 時 分から

〃 〃 〃 (土) 12時30分まで 2,400円

4時間 時 分まで

２９日 8時30分から 時 分から

〃 〃 〃 (木) 12時30分まで 2,400円 休日

4時間 時 分まで
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↓↓↓↓
入力帳票作成

例月給与・ＡＬ０３ 実績報告書２－１

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 2 0 1 平成 ２２年 ４月分

修 正 2 0 2

所 属 名 氏 名 支 出 科 目 コ ー ド １

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 コード 日数等

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2９ 30 31 32

○ ○○ ○○ ○○ ○ 中 学 校 青 森 三 郎中 学 校 青 森 三 郎中 学 校 青 森 三 郎中 学 校 青 森 三 郎 0 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 5 0 0 40 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 5 0 0 40 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 5 0 0 40 1 1 0 2 0 1 0 3 5 0 5 0 0 4

6 0 5 5 0 0 1 2 2 3 4 5 6 76 0 5 5 0 0 1 2 2 3 4 5 6 76 0 5 5 0 0 1 2 2 3 4 5 6 76 0 5 5 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7

※記入方法については３６頁参照

↓↓↓↓

手当支給（給料日）

↓↓↓↓

整理簿＆実績報告書＆給与明細の支給額が一致しているか確認
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具体的な事務処理の流れ ケース５

特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当についてについてについてについて

【例】 ○○小学校の特別支援学級担当（２２年４月から担当） 八戸花子 が２２年４月に、下記

のとおり勤務した場合

４月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

出勤 出勤 土 日 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 土 日 旅旅旅旅 出勤 出勤 出勤

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

出勤 土 日 出勤 出勤 出勤 出勤 時休 土 日 出勤 免免免免 出勤 休日 出勤

↓↓↓↓

要件確認

「特殊勤務手当の種類・支給額・内容等一覧表」より

業務業務業務業務のののの種類種類種類種類 支給額 業務内容

特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当 月額１２,６００円 次に掲げる職員が、障害のある幼児、児童及び生徒に対す
同第２条第４号 る授業又は指導に従事したとき。

１月の勤務日が１５日未満の場合 (1) 特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭、助
は、１日につき６００円 教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員及び実習助手

(2) 小学校又は中学校に勤務する教諭、助教諭及び講師のう
ち、学校教育法第８１条に規定する特別支援学級を担当し、
特別支援教育に直接従事することを本務とするもの及び学
校教育法施行規則第１４０条に規定する児童又は生徒に対
する特別支援教育に直接従事することを本務とするもの

「手当を支給できる日は？｣

○時間休 例．朝１時間時休を取った場合
○半休 例．午後から半休を取った場合 勤務していれば
○半日振替 例．半日振替をした場合 支給できる。
○義務免（半日）例．健康診断のため、半日義務免を取った場合

○年休 例．１日年休を取った場合
○義務免（１日）例．１日ドックのため、１日義務免を取った場合 勤務していない
○振替（１日）例．１日振替をした場合 場合は、支給で
○勤務場所を離れた研修 きない。

例．夏季休業中、勤務場所を離れた研修の承認を受けた場合
○出張 例．公務のため出張した場合 － 支給できる。

※週休日及び休日に移動のみの場合は対象外

以上より

２０日 勤務しているため、月額により支給できる。
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↓↓↓↓
整理簿作成

第１号様式の２

特 殊 勤 務 手 当 支 給 整 理 簿 （平成２２年４月分）

確 認 者 係

校 長 教 頭 事務長 ○○小学校

手当等の名称（担当内容） 職 ・ 氏 名 勤務日数 手 当 額 備 考

特別支援教育手当 教 諭 八戸 花子 ２０日 12,600円

↓↓↓↓
入力帳票作成

例月給与・ＡＬ０３ 基本（修正）報告書７

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 1 7 1 平成 ２２年 ５月分

修 正 1 7 2

実績年月 月額特殊勤務手当

所 属 名 氏 名 年 １

年 月 コード 従事 週休 現日 休日

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 号 日数 日 数 数

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

○ ○○ ○○ ○○ ○ 小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子 4 2 2 0 4 4 4 2 04 2 2 0 4 4 4 2 04 2 2 0 4 4 4 2 04 2 2 0 4 4 4 2 0

7 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 1

※記入方法については４０頁参照

↓↓↓↓

手当支給（給料日）

↓↓↓↓

整理簿＆実績報告書＆給与明細の支給額が一致しているか確認

（参考） １５日未満の入力例･･･２２年４月の従事日数が１４日の場合

例月給与・ＡＬ０３ 基本（修正）報告書７

ｶｰﾄﾞ№ 1 2 3

新 規 1 7 1 平成 ２２年 ５月分

修 正 1 7 2

実績年月 月額特殊勤務手当

所 属 名 氏 名 年 １

年 月 コード 従事 週休 現日 休日

所 属 コ ー ド 職 員 番 号 号 日数 日 数 数

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

○ ○○ ○○ ○○ ○ 小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子小 学 校 八 戸 花 子 4 2 2 0 4 4 4 2 0 1 4 0 8 3 04 2 2 0 4 4 4 2 0 1 4 0 8 3 04 2 2 0 4 4 4 2 0 1 4 0 8 3 04 2 2 0 4 4 4 2 0 1 4 0 8 3 0

7 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 17 3 5 5 0 0 0 5 6 7 8 9 0 1
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支 給 対 象 日 に つ い て

Ｑ．手当はどんな日に支給することができるのか。

主任手当主任手当主任手当主任手当のののの場合場合場合場合

○時間休 例．朝１時間時休を取った場合

○半休 例．午後から半休を取った場合 勤務していれば

○半日振替 例．半日振替をした場合 支給できる。

○義務免（半日）例．健康診断のため、半日義務免を取った場合

○年休 例．１日年休を取った場合 勤務していない

○義務免（１日）例．１日ドックのため、１日義務免を取った場合 場合は、支給で

○振替（１日）例．１日振替をした場合 きない。

○勤務場所を離れた研修

例．夏季休業中、勤務場所を離れた研修の承認を受けた場合

○出張 例．公務のため出張した場合 － 支給できる。

※週休日及び休日に移動のみの場合は対象外

多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当のののの場合場合場合場合

○主任手当と同様

特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当のののの場合場合場合場合

○主任手当と同様

修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当のののの場合場合場合場合

○週休日及び休日
に宿泊を伴い、１日７時間４５分程度の業務に従事した場合

○勤務日 － 支給

○上記以外 － 支給できない

（例）２２年４月２６日（月）～３０日（金）に引率をした場合

４ / ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ （26日午前9時～30日午後5時半まで業務に従事）

(月) (火) (水) (木･休日) (金)

宿泊を伴い、１日７時間４５分程度（７時間３０分以上）業務に

従事した場合は手当を支給できる。（最終日も含む。）



- 15 -

対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当のののの場合場合場合場合

○週休日及び休日 － (1)宿泊を伴う場合 ７時間４５分程度の業務に従事した場合 支

(2) 〃 伴わない場合 〃 給

○勤務日 － (1)宿泊を伴う場合 ７時間４５分程度の業務に従事した場合

(2) 〃 伴わない場合－支給できない

（例１） ４ / ２３ ２４ ２５ （23日午前9時～25日午後5時半まで業務に従事）

(金) (土) (日)

１日７時間４５分程度（７時間３０分以上）業務に従事した場合は

手当を支給できる。（最終日も含む。）

※２３日(金)は勤務日であるため、宿泊を伴っていることが要件

振替

（例２） ４ / ２４ ２７ （24日午前8時30分～午後5時00分(休憩４５分)まで

(土) (火) 業務に従事し、振替振替振替振替をした場合）

↓

２４日(土)は週休日であるが、振替をしたことによって、勤務日勤務日勤務日勤務日とな

るため、宿泊を伴っていない場合は支給できない。

部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当のののの場合場合場合場合

○週休日、休日又は休日等以外の正規の勤務時間が３時間４５分若しくは４時間の日

－ ４時間程度（４時間以上）の業務に従事した場合－支給

○勤務日(正規の勤務時間が３時間４５分若しくは４時間の日を除く)－支給できない。

（注）夏休み、冬休み等の勤務日又は職員が夏季休暇を取得した日に部活動指導業務

に従事しても、手当は支給できない。
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応用編

主任手当及び修学旅行等引率手当

（問）

○○高等学校の２学年主任が２２年４月２４日（土）～２９日（木・休日）まで修学

旅行の引率をし、授業の関係で２４日（土）の分だけしか振替及び代休日の取得（追加）

が出来なかった場合、２４日（土）、２５日（日）、２９日（木・休日）の主任手当及び

修学旅行等引率手当は支給できるか。

（答）

修学旅行の引率をした２４日（土）～２９日（木・休日）の全日数分、両方の手当を

支給することができる。

※主任手当について

２４日（土）－週休日を勤務日としており振替をしているので支給

２５日（日）－義務教育等の給与の特例条例第６条第２項第２号（いわゆる歯止め４項目）によ

り、学校行事は時間外勤務を命ずることが出来るので、質疑応答集（主任手当）

１５番の取扱いにより支給

２９日（木）－休日に勤務し、代休日の指定を希望しない場合は、「代休を指定しない」もので

あり、代休を指定する・しないにかかわらず勤務命令を受けているので支給

（人委規則１３－８職員の勤務時間、休日及び休暇第７条第２項）



質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当（（（（主任手当主任手当主任手当主任手当））））

番号 問 答 摘 要

１ 勤務実績の把握の方法 教務主任等に充てられた教諭は、登校して勤務している限りな 諸手当質疑応答集（人事院）
んらかの形で連絡調整及び指導、助言の職務を行うものと考えら

主任手当の支給対象となる業務に従事したかどうかは、どのような れるので、その日については手当を支給して差し支えないことと
方法によって把握すればよいか。 している。

したがって、一般的には出勤簿等によって、当該主任たる職員
がその日に出勤し勤務したかどうかを把握することをもって足り
る。

２ 次の場合に、教務主任、学年主任、生徒指導主事（主任）又は進路 教育法令コンメンタール
指導主事（主任）を複数置き（学年主任にあっては、１学年に複数 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号
置くこと。）、それぞれに手当を支給することができるか。
①名目統合している学校の各校舎ごとに置く場合 ①各校舎を学校とみなし、いずれの主任についても手当支給の対

象として差し支えない。
②高等学校の全日制課程、定時制課程及び通信制課程ごとに置く場 ②いずれの主任についても手当支給の対象として差し支えない。

合
③高等学校の一つの課程に、進学指導と就職指導等のため２人の進 ③いずれか一方の主たる進路指導主事が手当支給の対象となる。
路指導主事（主任）を置く場合
④特殊教育諸学校の各部毎に置く場合 ④教務主任について各部ごとに、生徒指導主事について中学部と

高等部に、それぞれ置かれた場合、いずれも手当支給の対象とし
て差し支えない。

⑤本校の外に分校にも置く場合 ⑤いずれの主任についても手当支給の対象として差し支えない。
⑥分教室（病院等の派遣学級）にも置く場合 ⑥分教室に置かれた主任は手当支給の対象とならない。

３ 「３学級未満」の判断について 「３学級未満」であるか否かは、各校舎、各課程、各部、各分校 教育法令コンメンタール
ごとに「３学級未満」であるか否かを判断する。 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

学科主任を全日制課程、定時制課程又は通信制課程ごとに置き、 設問の場合は、各課程ごとに３学級以上であれば、手当を支給で
それぞれに手当を支給することができるか。 きる。

また、数学年の児童・生徒で編制されている特殊学級について
は、学年主任に係る「３学級未満」の判断に当たっては、これを
含めない。

４ 普通科の主任について 支給対象とならない。 教育法令コンメンタール
昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

普通科に置いた学科の主任に手当を支給することができるか。

５ 専攻科の主任について 専攻科に複数の学科が置かれ、かつ、その学級数が３学級以上 教育法令コンメンタール
であれば手当を支給することができる。 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

専攻科に専門教育に関する学科が置かれている場合、学科主任を
専攻科にも置き、手当を支給することができるか。
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６ 部主事について 支給できない。 教育法令コンメンタール
昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

特殊教育諸学校の部主事に教育業務連絡指導手当を支給できる
か。

７ 主任を兼務している場合 いずれか一方の主任に係る業務に対してのみ支給する。 教育法令コンメンタール
昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

手当支給対象主任を兼務している場合、倍額の手当を支給するの
か。

８ 学年主任を二人置いている場合 手当の支給対象となるのは、ひとつの課程におけるひとつの学 教育法令コンメンタール
年につき１人である。

全日制高校で普通科第１学年３学級、商業科第１学年３学級の場
合、第１学年の学年主任を二人置き、それぞれに手当を支給するこ
とができるか。

９ 多学年学級担当手当と教員特殊業務手当の併給について それぞれの支給要件に該当する限り、同時にすべての手当を支 教育法令コンメンタール
給できる。

多学年学級担当の教務主任が、当該担当の６学年の修学旅行に従
事した場合、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、教員特
殊業務手当のいずれも支給できるか。

１０ 月の初日から末日まで出張した場合、その月に係る手当を支給して その出張が外国出張、国内留学等特別なものである場合を除き、 教育法令コンメンタール
よいか。 支給して差し支えない。 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

（＊１ヶ月以上の出張（研修）の場合
その出張（研修）が、その主任業務と関連が無く、その期間

主任業務を遂行できる状態でないならば、主任手当は支給すべ
きでないと判断される。）

１１ 出張期間中の休日等について 旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなされること 教育法令コンメンタール
となっているので、出張中に休日、日曜日については、教員に対 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

出張期間中の休日、日曜日は手当支給の対象日と考えてよいか。 し時間外勤務を命ずる規程に該当するとして時間外勤務を命ぜら
れた場合を除き、手当を支給できない。 （※）

１２ 研修期間中の支給について 出張・研修が外国出張・国内留学等特別のものには、手当は支 教育法令コンメンタール
給できないが、研修等の受講を命じられて特定の研修施設で受講 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

主任手当を支給されている教員が、国の研修施設で３ヶ月研修す する場合は支給できる。
ることになった。研修期間中、主任手当は支給できるか。

外国旅行に関して、修学旅行等で児童・生徒を引率する場合も、 修学旅行等において児童・生徒を引率する場合に限っては手当 平成 12.5.10 付け青教学第２１１号により
手当は支給できないのか。 を支給して差し支えない。 12.4.1 から適用

１３ 夏休み期間中等の取扱い 夏休み、冬休み等の授業を行っていない期間であっても、主任 諸手当質疑応答集（人事院）
等である職員が登校し勤務したと認められるときは、その日につ 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

学校には夏休み、冬休み等の長期休業期間があるが、この期間に いて、手当を支給することができる。
ついては主任手当は支給されないのか。
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１４ 勤務場所を離れた研修の日について 手当を支給することはできない。 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

勤務場所を離れた研修のため登校しない日は、手当の支給はどうな
るか。

１５ 週休日に勤務を命ぜられた場合

日曜日に部活動指導をした場合 その勤務が、時間外勤務を命ぜられた場合にのみ支給できる。 教育法令コンメンタール
（※） 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

日曜日に部活動の指導業務に従事した主任に対し、主任手当を支 したがって、設問の場合は支給できない。
給できるか。

日曜日の家庭訪問について その勤務が、時間外勤務を命ぜられた場合にのみ支給できる。 教育法令コンメンタール
（※）

生徒指導主事が日曜日に教員に対し時間外勤務を命ずる場合に関 したがって、設問の場合は支給できる。
する規程に該当する緊急の補導業務のため、校長の命令により、家
庭訪問した場合、手当を支給してよいか。

（※）「時間外勤務を命ぜられた場合」とは、いわゆる「歯止め４項目」のこと

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例第６条第２項第２号

(1)生徒の実習に関する業務

(2)学校行事に関する業務

(3)教職員会議に関する業務

(4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
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質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

非常災害緊急補導手当非常災害緊急補導手当非常災害緊急補導手当非常災害緊急補導手当

番号 問 答 摘 要

１ 非常災害緊急補導手当の 具体的な事例が出た場合、「特殊勤務手当の種類・支給額・内
(1)非常災害時の児童・生徒の保護、緊急の防災復旧業務 容等一覧表」で従事時間等を満たしているかを確認し、業務内容
(2)児童・生徒の負傷疾病等に伴う救急業務 については該当になるかどうかについて必ず給与グループに照会
(3)児童・生徒に対する緊急補導業務 すること。

の手当支給について、それぞれ具体的にどのような業務が該当する
か。
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質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当修学旅行等引率手当

番号 問 答 摘 要

１ 修学旅行、林間・臨海学校等の範囲

「修学旅行、林間・臨海学校等」については、学校が計画し、実 これらの行事が教育活動の一環として学校が計画し、実施する 諸手当質疑応答集（人事院）
施するものであれば、クラス単位又は参加が任意のものであっても ものであれば、その行事の規模に関係なく、例えばクラス単位で
該当するか。 あっても、また、任意参加の形態のものであっても該当する。

修学旅行、林間・臨海学校等の「等」とはどのようなものを指す 修学旅行、林間・臨海学校等の「等」とは、いわゆる移動教室、 教育法令コンメンタール
のか。 スキー学校など修学旅行または林間・臨海学校と類似した行事を

いう。

２ 就寝時間等について たとえば、児童・生徒の就寝後等で児童・生徒の指導業務に従 教育法令コンメンタール
事しない自由時間をいうものである。

「就寝時間等は含まない」とあるが、「等」とは何か。

３ 自校の施設を利用した場合 校内で実施されるものは、原則的には該当しないと解されるが、 教育法令コンメンタール
当該行事が校外で実施される林間学校等と同様の態様で実施され 昭和４７年７月１８日付け青教学第６４１号

林間学校等が自校の施設を利用して実施された場合であっても該 るものは、例外的に該当するものとして取り扱うことができる。
当するか。 同様の態様で実施されるとは、平素と異なった環境の下で規律

ある集団生活を営むことにより公衆道徳等に望ましい体験を積み
うるような形態で行われることをいうものである。

↓↓↓↓

学校が直接計画・実施した「学習合宿」は該当するか。 授業（教科）や補習の延長上にあると考えられることから、該 県立学校へ回答
当しない。

（（（（参考参考参考参考））））学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領
特別活動領域特別活動領域特別活動領域特別活動領域＜＜＜＜学校行事学校行事学校行事学校行事（（（（旅行旅行旅行旅行・・・・集団的行事集団的行事集団的行事集団的行事）＞）＞）＞）＞

平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化に親
しむとともに、集団生活の在り方公衆道徳などについての望まし
い体験を積むことができるような活動を行うこと

４ 同一の日に２以上の業務に従事した場合 主として行った業務についての手当を支給する。 諸手当質疑応答集（人事院）

修学旅行において児童の引率指導業務に従事しているときに児童
が負傷したため、その救急業務にも従事した場合のように、同一の
日に２以上の業務に従事した場合には、手当の支給はどうなるか。

５ 移動教室について お見込みのとおり。 教育法令コンメンタール

本校から比較的近い場所で行われている移動教室で、昼間は本校
の授業に従事し、夕方から朝にかけて移動教室の指導業務に従事し
た場合は該当すると解してよいか。ただ、この場合、昼間の本校に
おける業務は除外すべきものと考えるがどうか。

また、逆に昼間だけ移動教室の指導業務に従事し、夜間は自宅に
帰っている教員の業務は該当しないと解するがどうか。
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６ 農場等の見学等について 学校教育活動の中において修学旅行、林間、臨海学校等または 教育法令コンメンタール
これらに類する行事として位置づけられて実施された場合は該当

農業高校において、修学旅行に代わる農場等の見学等における生 する。
徒の引率指導業務（泊を伴うもの）に従事した場合、該当するか。

また、工業高校において修学旅行に代えて工場等の施設見学等に
生徒を泊を伴って引率した場合はどうか。

７ 「宿泊を伴う」の最終日について 当該業務に従事する時間が７時間４５分程度におよぶ出発及び 昭和４７年４月３日付け青教学第７号
帰校の日の業務は含まれるものである。

「宿泊を伴うもの」には、業務従事の最終日は含まれるか。
（例）

１日目(土) ９時集合 出発
２日目(日) ６時起床
３日目(月) ６時起床 帰校 学校１７時到着 ←最終日
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質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当対外運動競技等引率手当

番号 問 答 摘 要

１ 対外運動競技等とは何か。 次の(1)及び(2)の要件を満たすもの 教育法令コンメンタール
昭和４７年４月３日付け青教学第７号

(1)その競技会が次に掲げるものによって開催（主催又は共催） 昭和５４年７月２４日付け青教学第５４９号
されるものであること。

・国若しくは地方公共団体が主催又は共催する競技会等
・市、郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団
体又は教育研究団体

※後援のみで主催（共催）団体にならない場合は該当しない。
(2)その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されるも

のであること。（すなわち学校教育活動として行われるもので
あること。）

対外運動競技等の「等」とはどのようなものを指すのか。 「対外運動競技等」には、たとえば音楽コンクール及び演劇コン 教育法令コンメンタール
クールが含まれる。

２ 「学校体育団体」又は「教育研究団体」とは具体的にどのようなも 「学校体育団体」とは、例えば「○○県高体連」、「○○地区高 教育法令コンメンタール
のを指すのか。 体連」、「○○県高野連」等をいい、「教育研究団体」とは、例え 昭和４７年４月３日付け青教学第７号

ば「○○県高校吹奏楽連盟」、「○○県高校演劇連盟」、「○○地
区高校美術研究会」等をいうものであること。

３ 学校により直接計画・実施されるものとは具体的にどのようなもの 例えば国体への参加が学校教育活動として行われる場合は該当 教育法令コンメンタール
か。 するが、都道府県において選抜チームを編成し、そのチームに生 昭和４７年４月３日付け青教学第７号

徒が個人として参加する場合、または個人競技に生徒が単独で参
加する場合のようにその参加が社会体育の領域になる場合は該当
しない。

４ 「７時間４５分程度」について 終日に及ぶ程度、すなわち日中「７時間４５分程度」とは、 昭和４７年７月１８日付け青教学第６４１号
「７時間３０分以上」と解するものであること。 平成２２年３月３１日付け青教職第７０５号

業務に従事した時間の「７時間４５分程度」とは、どのように解 （ただし、就寝時間は含まない。）
釈すればよいか。

５ 指導業務の従事時間について 例えば学校に集合して出発し競技会等の終了後帰校してから解 諸手当質疑応答集（人事院）
散したような場合には、出発から解散までの間における業務を含 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号

「対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務」 み、また、雨天順延のため宿舎で待機した場合も含まれる。
は、競技会等の開始から終了までの業務に限られるか。 ※なお、この扱いは、「学校の管理下において行われる部活動」

また、運動競技会が雨天順延となり宿舎で待機した場合、当該待 の場合に児童又は生徒を引率して行う指導業務についても同様で
機も指導業務に含めてよいか。 ある。

６ 自校の校庭が会場となった場合 該当させて差し支えない。 教育法令コンメンタール
昭和４７年７月１８日付け青教学第６４１号

自校の校庭を会場として開催された対外運動競技会の引率指導業
務も該当させて差し支えないか。
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７ 応援団や取材のための新聞部の生徒を引率した場合 当該参加が学校教育活動として実施された場合は該当する。 教育法令コンメンタール
昭和４７年７月１８日付け青教学第６４１号

県高体連主催の運動競技会に応援団や取材のための新聞部の生徒
を引率した場合、手当を支給できるか。

８ 美術展覧会や書道展覧会への参加について 美術展覧会や書道展覧会のように児童・生徒の作品の出品のみの 教育法令コンメンタール
場合であっても、その展覧会の見学等が学校教育活動として行わ 昭和４７年４月３日付け青教学第７号
れる場合は、競技会等への参加に該当する。

９ 新聞社主催の音楽祭について 要件に該当しないので手当を支給できない。 諸手当質疑応答集（人事院）
なお、対外運動競技等の支給対象とはならないものであっても、

新聞社主催の音楽祭に招待された生徒を引率した場合、手当を支 部活動指導の対象となるものもある。（※質疑応答集の部活動指
給できるか。 導手当６番参照）

１０ 市教育委員会主催の中学生弁論大会に視聴者として参加する中学校 当該参加が学校教育活動として実施される場合は該当する。 教育法令コンメンタール
の生徒を引率した場合は、支給対象となるか。

１１ 県高校農業クラブ連盟主催の農業クラブの研究発表大会に生徒を引 支給対象となる。 教育法令コンメンタール
率した場合、支給対象となるか。

１２ 競技会の補助生徒の引率について 大会等の参加とは、原則として自校の参加及びその応援を前提 １２年度高教研事務部会に
としており、競技補助や試合観戦については、その実態から部活 て回答

高体連に試合等登録してある場合で、試合が行われない日に競技 動として取り扱うべきものと考えられる。
補助を依頼され生徒引率した場合、時間等を満たしていれば、手当
を支給してよいか。 後段についてはお見込みのとおり。

また、学校全体で大会運営の補助にあたった場合は、学校教育活
動として実施されたものとみなして手当を支給してよいか。

１３ 試合終了後に引き続き試合観戦して解散した場合 引率中の動きについては様々なケースがあり、閉会式まで試合 １２年度高教研事務部会に
観戦する場合や帰校の列車を待つ間試合観戦する場合等があると て回答

日曜日に行われた試合が午前中に終了し、引き続き試合観戦をし 思われるが、明らかに引率業務を終了した場合や中断した場合を
た後解散した場合、時間を満たしていれば手当を支給できるか。 除いては一連のものと取り扱って差し支えない。

また、一時解散後集合し、試合観戦をした場合はどうか。 後段の場合は、解散した時点で引率業務が終了しているので、
その後の部分は別な業務と考えられる。

したがって引率手当の支給にはならないが、従事時間が引き続
き４時間以上であれば、部活動指導手当を支給することができる。

１４ 試合前に早めに現地入りした場合 対外運動競技等引率手当における従事時間は、出発から帰校ま １２年度高教研事務部会に
でとされている。 て回答

全国高校総体に参加する場合、コンディションを整えるため、現 設問のように、試合前に早めに現地入りしてコンディションを
地での試合前の練習も含め、６泊７日で生徒引率を行った。全日程 整えることは、大会と切り離すことはできないものであり、１日
に対して対外運動競技等手当を支給できるか。 目から手当支給対象として取り扱ってよい。しかし、試合終了後

また、公式練習のために、この日程で高校総体に参加した場合は は、試合観戦のためにあえて帰校を延ばしているので、６日目以
どうか。 降は部活動として取り扱うことになる。
１日目(火) 午前８時集合 出発→現地１９時到着 従って、６・７日目については４時間以上の従事時間があれば、
２日目(水) 午前６時起床 練習 部活動手当を支給することとなる。
３日目(木) 午前６時起床 練習
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４日目(金) 午前６時起床 練習→１４時開会式
５日目(土) 午前６時起床 試合
６日目(日) 午前６時起床 試合観戦
７日目(月･祝日)午前６時起床 出発→学校１７時到着

１５ 「宿泊を伴う」の最終日について 当該業務に従事する時間が７時間４５分程度におよぶ出発及び 昭和４７年４月３日付け青教学第７号
帰校の日の業務は含まれるものである。

「宿泊を伴うもの」には、業務従事の最終日は含まれるか。
（例）

１日目(土) １３時集合 出発
２日目(日) ６時起床
３日目(月) ６時起床 帰校 学校１７時到着 ←最終日

１６ 業務が二月にまたがった場合 支給整理簿については、宿泊を伴う業務が一連の流れとなって １１年度事務職員協会東青
いるため、後の月の実績として整理してもかまわない。 支部へ回答

業務が月の末日から翌月にまたがった場合、支給整理簿と電算入 これに伴って電算入力についても、後の月の実績として整理し
力は各月毎に整理しなければならないのか。 てもよい。

ただし、年度が変わる場合（３月→４月）及び、手当額改定に
（例） 関わる場合（例えば１２月→１月）については、各月毎に整理す
３１日(土) 大会引率（泊） ることとなる。

１日(日) 〃 （泊）
２日(月) 〃 帰校

１７ スポーツ少年団主催の大会について スポーツ少年団主催の大会は、学校における教育活動とは関係 １２年度給与事務担当者会
なく市町村、地域団体等の責任において実施される社会教育活動 議にて回答

スポーツ少年団主催による大会に生徒を引率した場合、対外運動 であり、学校における教育活動として行われるものではないので
競技等引率手当も部活動指導手当も支給できないのか。 支給できない。

また、校長会の共催のあるスポーツ少年団の大会においては支給 また、校長会が共催する大会であっても支給対象とならない。
できるか。

〈参考〉平成１３年６月２７日付け青教ス第４７１号より

【運動競技会の開催・参加回数等】

① 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、市にあっては市、町村にあっては郡の区域内における開催・参加を基本

としつつ、県大会については、学校運営上や児童のバランスある生活を配慮する観点から、年間１回程度とする。

② 中学校の運動競技会は、県内における開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観

点から各競技につき、それぞれ年間１回程度とする。

なお、中学生については、全国大会において、文部科学省と財団法人日本体育協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させるこ

とができる。
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質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当部活動指導手当

番号 問 答 摘 要

１ 「学校の管理下において行われる部活動」の範囲 「学校の管理下において行われる部活動」とは、学校における教 諸手当質疑応答集（人事院）
育活動の一部として行われる部活動のことをいい、学校における

「学校の管理下において行われる部活動」とは、どのようなものか。 教育活動とは関係なく市町村、地域団体等の責任において実施さ
れる社会教育活動等としての部活動は含まない。

美術担当の教員が休日に有志の生徒を募って郊外に写生に行った 学校における教育活動の一部としてその管理下において実施さ 諸手当質疑応答集（人事院）
場合、手当を支給してよいか。 れる部活動の指導業務とは認められないので、手当は支給できな

い。

野球部担当の教員が休日に部員を誘ってハイキングに出かけた場 ハイキングは野球部の本来の目的外の活動であり、それがトレ 諸手当質疑応答集（人事院）
合は該当になるか。 ーニングの一環として実施されたものであることが明らかである

場合を除き、当該教員が部活動の指導業務を行ったものとして手
当を支給することはできない。

２ 部活動の指導担当について 必ずしもそのような者のみではなく、その者が出張及び病休等 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号
で業務に従事できない場合、臨時に委嘱された者も含む。

部活動手当は、あらかじめその部活動の指導を担当することとさ
れている教員に支給されるとなっているが、これは４月当初、部の
顧問に委嘱された者のみをいうのか。

３ 「４時間程度」について 「４時間程度」とは準備、途中休憩、後始末等を含んで最低４時 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号
間なければならない趣旨である。 昭和５３年１２月２６日付け青教学第１０８８号で

業務に従事した時間の「４時間程度」とは、どのような趣旨か。 「５時間程度」を「４時間程度」に改正

４ 部活動の範囲の中に、次のものは含まれるか。 部活動の支給対象となる「部活動の範囲」については、いわゆ 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号
(1)同好会 る部、愛好会、同好会等の名称にかかわらず、その活動かつ正規
(2)生徒会執行委員会 の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動で、学校管理下にお
(3)組織及び活動の内容が部と同様であると思われる委員会 いて行われるものをいう。
(4)組織は異なるが活動の内容が部と同様であると思われる委員会 したがって、一般的に(１)、(３)及び(４)については、その活
(5)生徒会が活動の必要上作った委員会 動が前記の要件を満たすものであれば支給対象となるが、(２)及
(6)学校が指導のため必要上作った委員会 び(５)については生徒会活動に属するものであり、(６)について

は生活指導の一環として行われているものであり、一般的にクラ
ブ活動に準ずる活動とは言えないので、支給対象とはならない。

５ 休日等における部活動の指導業務の取扱い 支給することができる。 諸手当質疑応答集（人事院）

休日等の日中において引き続き４時間程度部活動の指導業務に従
事した場合も、手当を支給してよいか。

６ 部活動としての対外運動競技等の指導業務の取扱い 部活動指導手当の支給対象となる指導業務には、部活動の一部 諸手当質疑応答集（人事院）
として行われる対外運動競技等において児童又は生徒を引率して 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号

「部活動」の指導業務には、対外運動等の指導業務も含まれるか。 行う指導業務を含むものとしている。
よって、週休日及び休日に、対外運動競技等の範囲に該当しな
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い試合に引率した場合や、従事時間が４時間以上で７時間４５分
程度に及ばない場合は、その活動が学校管理下において行われる
部活動であれば支給対象となる。

７ 夏休み期間中等の部活動の取扱い 夏休み等で授業を行っていない日に部活動の指導業務を行った 諸手当質疑応答集（人事院）
場合には、その日が週休日及び休日である場合を除き、手当を支 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

夏休み、冬休み等授業を行っていない日に部活動の指導業務を行 給することはできないものとされている。
った場合、手当の支給対象となるか。

８ 土曜、日曜以外の日に合宿活動を行ったとき、支給の対象となるか。 支給対象となる日は、週休日及び休日と限定されているので、 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号
これらの日以外の活動は支給対象外である。

９ 練習試合等のための移動の時間について 練習試合等のため児童又は生徒が学校に集合し、試合等の終了 教育法令コンメンタール
後帰校して解散したような場合においては、出発から試合等の開 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

練習試合のため生徒が学校に集合してから試合会場に移動し、試 始までの時間及び試合終了後解散までの時間も業務に従事した時
合が終了した後、帰校してから解散した場合は、出発から解散まで 間として取り扱うことができる。
の時間を業務に従事した時間として取り扱ってよいか。

(例)他県に遠征した場合 １～３日目の全日数分支給できる。

１日目(土) １３時集合 出発→現地１７時到着（移動のみ）
２日目(日) ７時起床 練習試合 ９時～１６時
３日目(月･祝日)７時起床 帰校 出発→学校１２時到着（移動のみ)

１０ 自宅から集合地点までの移動時間について 自宅から集合地点及び解散地点から自宅までの時間は、従事時 昭和５３年８月１６日付け青教学第６２９号
間として取り扱うことはできない。

試合等のため、自宅から生徒の集合地点までの時間、解散地点か
ら自宅までの時間を業務に従事した時間として取り扱うことができ
るか。

１ １ 昼食等による指導業務の一時中断について 部活動が行われている途中において、休憩、昼食等のため一時 教育法令コンメンタール
的に指導業務が中断した時間があっても事実上引き続いていると 昭和５３年３月１７日付け青教学第１５２０号

部活動が行われている途中に、休憩、昼食等のため一時的に指導 認められる場合は、当該中断時間も業務に従事した時間として取
業務を中断した場合、その中断した時間を含めてよいか。 り扱うことができる。

１２ 業務時間が８時間の場合 １日の勤務時間が８時間であっても「１日につき」の日額しか 教育法令コンメンタール
支給されない。

１日の指導業務時間が８時間の場合は、手当額はいくらになるのか。

１３ 高体連の強化合宿に選抜された場合 選抜強化錬成会に選抜された生徒を引率した場合は、学校管理 １２年度高教研事務部会に
下において行われる部活動とは言えないので、手当は支給できな て回答

日曜日に青森県高体連○○部選抜強化錬成会に選抜された生徒を い。
引率した場合、部活動指導手当は支給できるか。 また、講師を兼ねている場合も同様である。

また、講師を兼ねて生徒引率した場合はどうか。
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質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集質 疑 応 答 集

特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当

番号 問 答 摘 要

１ 特別支援学級を担当している職員とは、職員がその学級の全授業 「特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを
時数を担当している場合のみをいうのか、あるいは、中学校である 本務とする職員」とは、学級担任として特別支援学級の教育に当
教科を担当している場合も含まれるのか。 たる職員または学級担任以外の職員でその担当時間数のおおむね

また、教科のみを担当している場合を含む場合は、その授業時数 ２分の１以上が特別支援学級の教育に当てられている職員であ
の限度はどうなのか。 る。
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支給整理簿の様式一覧

・第１号様式の１ － 人事委員会規則７－１０（学校職員の特殊勤務手当）

第２条第１号「教員特殊業務手当」

・非常災害緊急補導手当

・修学旅行等引率手当

・対外運動競技等引率手当

・部活動指導手当

・第１号様式の２ － 第２条第２号「多学年学級担当手当」

第２条第３号「教育業務連絡指導手当」（主任手当）

第２条第４号「特別支援教育手当」



第１号様式の１（第３条関係）
特殊勤務手当支給整理簿　（　　　年　　　月分） 

確 認 者
校長 教頭 事務長

学校名

　 　　業務に従事した日等   業務に従事し 　
職　名 　氏　　 　名 日 宿泊の 開催地   た日の正規の 備　考

（曜日） 有・無 (宿泊地)   勤務時間
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで

注１　人事委員会規則７－１０（学校職員の特殊勤務手当）第２条第１号に掲げる業務に従事した場合

　２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。

係

業　　務　　内　　容
時　　間

手　当　額

-
 
3
0
 
-



第１号様式の２（第３条関係）
特殊勤務手当支給整理簿　（　　　年　　　月分） 

校長 教頭 事務長

学校名

注１　人事委員会規則７－１０（学校職員の特殊勤務手当）第２条第２号から第２条第４号までに掲げる業務に従事した場合

　２　人事委員会規則７－１０（学校職員の特殊勤務手当）第２条第４号の手当額は、勤務日数が１５日以上の場合は月額１２，６００円とし、１５日未満の場合は

　　勤務した日１日につき６００円として計算して得た額とする。

　３　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。

-
 
3
1
 
-

備　考

確　　認　　者
係

手当等の名称（担当内容） 職　・　氏　　名 勤 務 日 数 手　当　額



第１号様式の１（第３条関係） 記入例

第２条第１号「「「「教員特殊業務手当教員特殊業務手当教員特殊業務手当教員特殊業務手当」」」」

　　　特　殊　勤　務　手　当　支　給　整　理　簿　（平成２２年４月分）
確 認 者

校長 教頭 事務長

学校名 　　○○中学校

　 　　業務に従事した日等   業務に従事し 　
職　名 　氏　　 　名 日 宿泊の 開催地   た日の正規の 備　考

（曜日） 有・無 (宿泊地)   勤務時間

　２６日 　９時00分から  ８時00分から
教諭 　　弘前　一郎 修　学　旅　行　引　率 ２２時00分まで 有 東京都

( 月曜日）１３時間　　分  16時30分まで
　２７日 　６時30分から  ８時00分から

〃 〃 〃 ２２時00分まで 有 〃
( 火曜日）１５時間３０分  16時30分まで
　２８日 　６時30分から  ８時00分から

〃 〃 〃 ２２時00分まで 有 〃
( 水曜日）１５時間３０分  16時30分まで
　２９日 　６時30分から  ８時00分から

〃 〃 〃 １７時00分まで 無 〃 休日
( 木曜日）１０時間３０分  16時30分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで
　　　日 　　時　分から 　 時　分から

　　時　分まで
( 　曜日）　　時間　　分 　 時　分まで

注１　人事委員会規則７－１０（学校職員の特殊勤務手当）第２条第１号に掲げる業務に従事した場合

　２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。

３,４００円

-
 
3
2
 
-

係

手　当　額
時　　間

業　　務　　内　　容

３,４００円

３,４００円

３,４００円



［第１号様式の２］　 記入例

１．第２条第２号「「「「多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当多学年学級担当手当」」」」

特　殊　勤　務　手　当　支　給　整　理　簿　（平成２２年４月分）　

校長 教頭 事務長

学校名 ○○小学校

多学年手当（２・３年） 教　諭 　　むつ　花子 ２１ 日

２．第２条第３号「「「「教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当教育業務連絡指導手当」」」」

特　殊　勤　務　手　当　支　給　整　理　簿　（平成２２年４月分）　

校長 教頭 事務長

学校名 ○○小学校

主任手当（３学年主任） 教　諭 　　青森　太郎 ２０ 日

備　考

４,０００円

手当等の名称（担当内容） 職　・　氏　　名 勤 務 日 数 手　当　額

備　考勤 務 日 数

確　　認　　者
係

６,０９０円

-
 
3
3
 
-

確　　認　　者
係

手当等の名称（担当内容） 職　・　氏　　名 手　当　額



［第１号様式の２］　 記入例

３．第２条第４号「「「「特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当」」」」

特　殊　勤　務　手　当　支　給　整　理　簿　（平成２２年４月分）　

校長 教頭 事務長

学校名 ○○小学校

特別支援教育手当 教　諭 　　八戸　花子 ２０ 日

-
 
3
4
 
-

備　考

１２,６００円

確　　認　　者
係

手当等の名称（担当内容） 職　・　氏　　名 勤 務 日 数 手　当　額



1 2 3

2 0 1

2 0 2

印

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  個人計

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

手当毎の合計額

日 円 回 円 回 円 回 円 日 円 回 円

例月給与・ＡＬ０３ 実績報告書２－１ ＥＸＡＬ０３０６

ｶｰﾄﾞ№ 所 属 長 点 検 者 記 入 者 確 認

修  正

新  規 平成　　　年　　　月分 所属長

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

所  属  名 氏    名

支出科目コード

日   額   特   殊   勤   務   手   当

1 2 3 4 5 6 7 8

所属コード 職員番号

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

-
 
3
5
 
-

(　　　枚中　　　枚め)

主任手当 対外運動競技等引率手当 部活動指導手当 修学旅行等引率手当 多学年学級担当手当 非常災害緊急補導手当



その月において、新規で報告する場合

［［［［２２２２２２２２年年年年４４４４月分月分月分月分のののの実績実績実績実績をををを報告報告報告報告］］］］

（例１）教諭 弘前 太郎の実績報告　　　日額特殊勤務手当コード「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回

 及び「３５０５」（部活動指導手当）－回数４回の場合

（例２）教諭 弘前 二郎の実績報告　　　日額特殊勤務手当コード「３５８０」（主任手当・教務主任）－日数２１日

 及び「３５０５」（部活動指導手当）－回数６回の場合

（例３）教諭 弘前 花子の実績報告　　　日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当・３学年主任）－日数２０日

 及び「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回の場合

 及び「３５０５」（部活動指導手当）－回数５回の場合 記入者のみ押印

↓
不要

1 2 3 ↓
2 0 1 ←←←← 必必必必ずずずず「「「「新規新規新規新規」」」」をををを囲囲囲囲むむむむ
2 0 2 ↑

手当毎に左につめて記入 入力する月ではなく、実績のあった月 印

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  個人計

（例１）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

（例２）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 5555 6666 7777 8888 9999 1111 0000 円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

（例３）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

円

4 11 18 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79

※一職員について支出科目の異なる勤務実績があった場合は、それぞれの支出科目ごとに複数段に記入すること。

手当毎の合計額

日 円 回 円 回 円 回 円 日 円 回 円

3333 5555 0000 5555 0000 0000 5555

5555 0000 0000 66661111 3333 5555 00008888 0000 0000 22221111 3333 3333 5555
○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 弘前弘前弘前弘前　　　　二郎二郎二郎二郎

0000 1111 1111 0000 1111 0000

3333 5555 0000 4444 0000 0000 22221111 0000 2222 00003333 3333 5555 8888

記入例

○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 弘前弘前弘前弘前　　　　花子花子花子花子
0000 1111 1111 0000 1111 0000 1111

日   額   特   殊   勤   務   手   当

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

5 8

コ

ー

ド

日

数

等

6 7

日

数

等

0000 0000 44443333 5555 0000 55554444 0000 0000 22223333 3333 5555 00000000 1111 0000 1111
○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校

0000 1111 1111
弘前弘前弘前弘前　　　　太郎太郎太郎太郎

所  属  名

所属コード

氏    名

職員番号

コ

ー

ド

日

数

等

1

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

ｶｰﾄﾞ№

新  規

修  正

例月給与・ＡＬ０３

-
 
3
6
 
-

ＥＸＡＬ０３０６

所属長

実績報告書２－１
点 検 者所 属 長

2 3 4

支出科目コード

主任手当 対外運動競技等引率手当 部活動指導手当 修学旅行等引率手当 多学年学級担当手当 非常災害緊急補導手当

(　　　枚中　　　枚め)

確 認記 入 者

平成　２２年　４月分

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

青 森



1 2 3

2 4 1

2 4 2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

① 印

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

4 11 18 19 21 23

②

31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70 73 77 80 84 87 89 91 93 95 97 99 101 103

4 11 18 19 21 23

③

31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70 73 77 80 84 87 89 91 93 95 97 99 101 103

4 11 18 19 21 23

④

31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70 73 77 80 84 87 89 91 93 95 97 99 101 103

点 検 者所 属 長 確 認記 入 者

例月給与・ＡＬ０３

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

ＥＸＡＬ０３１０

所属長

実績報告書２(遡及)

平成　　　年　　　月分

日

数

等

1

コ

ー

ド

2

日

数

等

コ

ー

ド

コ

ー

ド

支出科目コード

所  属  名

所属コード

氏    名

職員番号

ｶｰﾄﾞ№

新  規

修  正

実績年月

年

号

年 月

6 7

日

数

等

8

コ

ー

ド

日

数

等

日   額   特   殊   勤   務   手   当

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

3 4

日

数

等

コ

ー

ド

5

６

時

間

超

５
時
間
未
満

そ

の

他

土

曜

宿

直

５
時
間
未
満

支

給

済

サ

イ

ン

管理職員特
別勤務手当

特    殊一    般

宿  日  直  手  当

土

曜

宿

直

そ

の

他

６
時
間
以
下

-
 
3
7
 
-



前月に誤って報告したものを、翌月に修正報告する場合

［［［［２２２２２２２２年年年年４４４４月分月分月分月分のののの実績実績実績実績を５を５を５を５月月月月にににに修正報告修正報告修正報告修正報告するするするする］］］］
教諭 弘前 花子の実績報告 （（（（誤誤誤誤）））） 日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当・３学年主任）－日数２０日

 及び「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回の場合 のののの場合場合場合場合
 及び「３５０５」（部活動指導手当）－回数回数回数回数５５５５回回回回のののの場合場合場合場合

（（（（正正正正）））） 日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当・３学年主任）－日数２０日 正正正正しいしいしいしい数字数字数字数字をををを全全全全てててて報告報告報告報告するするするする
 及び「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回の場合
 及び「３５０５」（部活動指導手当）－回数回数回数回数６６６６回回回回のののの場合場合場合場合

1 2 3

2 4 1 ←←←← 必必必必ずずずず「「「「新規新規新規新規」」」」をををを囲囲囲囲むむむむ 平成　２２年　５月分
2 4 2 ↑

実績を修正する月 帳票を提出する月

↓

記入者のみ押印

不要 ↓

↓

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

印

7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

間違間違間違間違わなかったわなかったわなかったわなかった手当手当手当手当についてもについてもについてもについても再度全再度全再度全再度全てててて記入記入記入記入するするするする。。。。

※注 「３５０５・００６」のみ記入すると、それ以外の支給となった手当が返納される。

青 森

所 属 長 確 認記 入 者

3333 5555 0000 5555 0000 0000 6666

例月給与・ＡＬ０３

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

ＥＸＡＬ０３１０

所属長

実績報告書２(遡及)

点 検 者

コ

ー

ド

2

日

数

等

コ

ー

ド

支出科目コード

3333

4

0000

8

所  属  名

所属コード

氏    名

職員番号

ｶｰﾄﾞ№

新  規

修  正

4444

実績年月

年

号

年 月

2222 4444

3333 5555 8888

3

コ

ー

ド

日

数

等

1

1111 0000 2222 0000 3333 5555 0000 4444

0000

0000 0000 2222

日   額   特   殊   勤   務   手   当

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

6 7

日

数

等

日

数

等

コ

ー

ド

日

数

等

コ

ー

ド

5 一    般

コ

ー

ド

日

数

等

５
時
間
未
満

そ

の

他

６
時
間
以
下

土

曜

宿

直

５
時
間
未
満

そ

の

他

土

曜

宿

直

1111

支

給

済

サ

イ

ン

管理職員特
別勤務手当

特    殊

６

時

間

超

宿  日  直  手  当

-
 
3
8
 
-

記入例

○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 弘前弘前弘前弘前　　　　花子花子花子花子
2222 1111 1111 0000 1111 0000



1 2 3

1 7 1

1 7 2

印

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

例月給与・ＡＬ０３ 基本(修正)報告書７ ＣＤＡＬ０３０３

ｶｰﾄﾞ№ 所 属 長 点 検 者 記 入 者 確 認

新  規 平成　　　年　　　月分 所属長

修  正

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

所  属  名 氏    名

実績年月 農林漁業普及指導手当 月 額 特 殊 勤 務 手 当 支

給

済

サ

イ

ン

年

号

年 月 率

コ
　
ー

　
ド

減    額 1

現

日

数

休

日

数

2 3

所属コード 職員番号

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

コ

ー

ド

従

事

日

数

週

休

日

コ

ー

ド

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

休

日

数

コ

ー

ド

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

休

日

数

-
 
3
9
 
-

【注意事項】

①農普手当の入力

a)H21年3月以前に遡る遡及入力の時

・遡及入力する開始年月日がH

21年3月以前に遡る入力の時は、

変更が発生する日の入力の他に、

必ずH21年4月の入力も行って

下さい。

→H21年3月以前分の記入は、

手当率に率を記入し、

手当コードは記入せずに

空白として下さい。

b)H21年4月以降の当月分入力

または遡及入力の時

・H21年4月の記入は、手当率に

「００」を記入し、手当コードに

該当のコードを記入して下さい。

・H21年5月以降分の記入は、

手当率は記入せずに空白とし、

手当コードに該当のコードを

記入して下さい。

※その他注意事項

・農普手当の支給を終了する場合、

H121年3月以前は手当率に

「００」コードに「００００」

を、H21年4月は率に「００」

コードに「００００」を、

H21年5月以降は率にスペース

コードに「００００」を

記入します。

・遡及入力を行う場合、

遡及日以降に手当内容の

変更がある時は、遡及日以降の

変更を全て記入して下さい。



その月において、新規で報告する場合

［［［［２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月のののの実績実績実績実績をををを報告報告報告報告］］］］

（例１）教諭 八戸 太郎の実績報告　　２２年４月から新たに特別支援学級の担当となった場合（月の勤務日数が、１５日以上の場合）

 月額特殊勤務手当コード「４４２０」（特別支援教育手当）

（例２）教諭 八戸 二郎の実績報告　　２２年４月から新たに特別支援学級の担当となった場合（月の勤務日数が、１５日未満の場合）

 月額特殊勤務手当コード「４４２０」（特別支援教育手当）、従事日数等を記入

（例３）教諭 八戸 花子の実績報告　　２２年３月まで特別支援学級担当だったが、４月から特別支援学級の担当外となった場合）

 月額特殊勤務手当コード「４９９９」（手当不支給） 記入者のみ押印

↓
不要

1 2 3 ↓
1 7 1 ←←←← 必必必必ずずずず「「「「新規新規新規新規」」」」をををを囲囲囲囲むむむむ
1 7 2 ↑

実績の月 帳票を提出する月 印

↓

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

（例１）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

（例２）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 5555 6666 7777 8888 9999 1111 0000
4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

（例３）
7777 3333 5555 5555 0000 0000 0000 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111
4 11 18 19 21 23 31 25 27 29 31 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67

※※※※　　　　短時間勤務職員短時間勤務職員短時間勤務職員短時間勤務職員のののの実績報告実績報告実績報告実績報告はははは、、、、実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書２２２２－－－－１により１により１により１により行行行行うことうことうことうこと。。。。

例月給与・ＡＬ０３ 基本(修正)報告書７ ＣＤＡＬ０３０３

ｶｰﾄﾞ№ 所 属 長

修  正

点 検 者 記 入 者 確 認

平成　　　年　　　月　　　日　提出 

新  規 所属長

青 森

所  属  名 氏    名

実績年月 農林漁業普及指導手当 月 額 特 殊 勤 務 手 当 支

給

済

サ

イ

ン

年

号

年 月 率

コ
　
ー

　
ド

減    額 1

現

日

数

休

日

数

2

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

休

日

数

3

所属コード 職員番号

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

コ

ー

ド

従

事

日

数

週

休

日

コ

ー

ド

コ

ー

ド

従

事

日

数

週

休

日

現

日

数

休

日

数

○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 八戸八戸八戸八戸　　　　太郎太郎太郎太郎
4444 2222 2222 0000 4444 4444 4444 2222 0000

○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 八戸八戸八戸八戸　　　　二郎二郎二郎二郎
4444 2222 2222 0000 4444 4444 4444 2222 0000 1111 4444 0000 8888 3333 0000

○○○○ ○○○○ 小小小小 学学学学 校校校校 八戸八戸八戸八戸　　　　花子花子花子花子
4444 2222 2222 0000 4444 4444 9999 9999 9999

記入例

平成　２２年　５月分　

-
 
4
0
 
-

翌月以降翌月以降翌月以降翌月以降のののの報告不要報告不要報告不要報告不要。。。。（（（（月月月月のののの勤務日数勤務日数勤務日数勤務日数が１５が１５が１５が１５日未満日未満日未満日未満のののの場合場合場合場合、、、、例例例例２により２により２により２により報告報告報告報告することすることすることすること））））

(例例例例) ２２２２２２２２年年年年４４４４月実績月実績月実績月実績が１４が１４が１４が１４日日日日のののの場合場合場合場合

・・・・従事日数従事日数従事日数従事日数、、、、週休日週休日週休日週休日、、、、現日数現日数現日数現日数をををを記入記入記入記入しししし、、、、休日数休日数休日数休日数はははは記入記入記入記入しないしないしないしない。。。。

※※※※従事日数従事日数従事日数従事日数････････････実際実際実際実際にににに勤務勤務勤務勤務したしたしたした日数日数日数日数

現日数現日数現日数現日数･･･その･･･その･･･その･･･その月月月月のののの日数日数日数日数

・・・・翌月以降翌月以降翌月以降翌月以降、、、、月月月月のののの勤務日数勤務日数勤務日数勤務日数が１５が１５が１５が１５日以上勤務日以上勤務日以上勤務日以上勤務のののの場合場合場合場合はははは、、、、翌月以降翌月以降翌月以降翌月以降のののの報告不要報告不要報告不要報告不要。。。。

（（（（月月月月のののの勤務日数勤務日数勤務日数勤務日数が１５が１５が１５が１５日未満日未満日未満日未満のののの場合場合場合場合のみのみのみのみ、、、、報告報告報告報告することすることすることすること））））
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実績報告例１

〔〔〔〔そのそのそのその月月月月においてにおいてにおいてにおいて、、、、新規新規新規新規でででで報告報告報告報告するするするする場合場合場合場合〕〕〕〕

（例）教諭 弘前花子 の４月分の実績報告

日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当）－日数２０日

「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回

「３５０５」（部活動指導手当）－回数５回 の場合

必ず１：新規 【 実 績 報 告 ２】

↓↓↓↓ 平成２２年０４月分

処理区分 1111 （１：新規 ２：修正 ３：削除）

職員番号 7654321765432176543217654321 所 属 7355000735500073550007355000

支出科目 01101013011010130110101301101013

日 額 特 殊 勤 務 手 当

No コード 日 数 等 名 称

１ 3581 0203581 0203581 0203581 020

２ 3504 0023504 0023504 0023504 002

３ 3505 0053505 0053505 0053505 005

４

５

６

７

８

宿 日 直 手 当 管理職員特別勤務手当

半日宿直 ５Ｈ未満 その他

一 般 ６時間以下 ６時間超

特 殊
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実績報告例２

〔〔〔〔前月前月前月前月にににに誤誤誤誤ってってってって報告報告報告報告したものをしたものをしたものをしたものを、、、、翌月翌月翌月翌月にににに修正報告修正報告修正報告修正報告するするするする場合場合場合場合〕〕〕〕

（例）教諭 弘前花子 の４月分の実績報告

（誤）日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当）－日数２０日

「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回

「３５０５」（部活動指導手当）－回数５回 の場合

（正）日額特殊勤務手当コード「３５８１」（主任手当）－日数２０日

「３５０４」（対外運動競技等引率手当）－回数２回

「３５０５」（部活動指導手当）－回数６回 の場合

必ず１：新規 【 実 績 報 告 ２ 遡 及 】

↓↓↓↓

処理区分 1111 （１：新規 ２：修正 ３：削除）

職員番号 7654321765432176543217654321 所 属 7355000735500073550007355000

実績年月 4 22 044 22 044 22 044 22 04 支出科目 01101013011010130110101301101013

日 額 特 殊 勤 務 手 当

No コード 日 数 等 名 称

１ 3581 0203581 0203581 0203581 020 間違わなかっ

２ 3504 0023504 0023504 0023504 002 た 手当につい

３ 3505 0063505 0063505 0063505 006 て も再度全て

４ 入力する。

５

６

７

８

宿 日 直 手 当 管理職員特別勤務手当

半日宿直 ５Ｈ未満 その他

一 般 ６時間以下 ６時間超

特 殊

※注「3505･006」のみ入力すると

それ以外の支給となった手当が

返納される。
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実績報告例（月額特殊勤務手当）

〔〔〔〔特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当特別支援教育手当のののの実績実績実績実績をををを報告報告報告報告するするするする場合場合場合場合〕〕〕〕

（例1）22年4月から特別支援学級担当となった場合（月の勤務日数が、15日以上15日以上15日以上15日以上の場合）

月特殊勤務手当コード「４４２０」（特別支援教育手当）

（例2）22年4月から特別支援学級担当となった場合（月の勤務日数が、15日未満15日未満15日未満15日未満の場合）

月特殊勤務手当コード「４４２０」（特別支援教育手当）及び従事日数等を報告

（例3）22年3月まで特別支援学級担当だったが、4月から担当外となった場合

月特殊勤務手当コード「４９９９」（手当不支給）

必ず１：新規 【 農改・月額特勤 報告画面 】

↓↓↓↓

処理区分 1111 （１：新規 ２：修正 ３：削除）

職員番号 1234567123456712345671234567 所 属

実績年月 4 22 044 22 044 22 044 22 04

【月額特殊勤務手当】

＜例１＞

減 額 の 場 合
No コード 名 称

従事日数 週休日 現日数 休日数

１ 4420442044204420

２

※翌月以降の報告不要（月の勤務日数が１５日未満の場合、例２により報告す

ること。）

＜例２＞

減 額 の 場 合
No コード 名 称

従事日数 週休日 現日数 休日数

１ 4420442044204420 (１４日勤務した場合)→ 14 8 3014 8 3014 8 3014 8 30

２

※翌月以降、月の勤務日数が１５日以上勤務の場合は、翌月以降の報告不要

（月の勤務日数が１５日未満の場合のみ、報告すること。）

＜例３＞

減 額 の 場 合
No コード 名 称

従事日数 週休日 現日数 休日数

１ 4999499949994999

２



特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当コードコードコードコード表表表表 （平成２２年４月現在）

コード

６，４００円 ３５００ 日 額

１２，８００円 ３５０６ 日 額

６，０００円 ３５０１ 日 額

６，０００円 ３５０２ 日 額

３，４００円 ３５０３ 日 額

３，４００円 ３５０４ 日 額

２，４００円 ３５０５ 日 額

２００円 ３５８０ 日 額

２００円 ３５８１ 日 額

２００円 ３５８２ 日 額

２００円 ３５８３ 日 額

２００円 ３５８４ 日 額

２００円 ３５８５ 日 額

２００円 ３５８６ 日 額

２００円 ３５８７ 日 額

２００円 ３５８８ 日 額

２００円 ３５８９ 日 額

２００円 ３５９０ 日 額

２００円 ３５９１ 日 額

１２，６００円 ４４２０ 月 額

４９９９

６００円 ３６５０ 日 額

３５０円 ３５４０ 日 額

２９０円 ３５４１ 日 額

支出科目支出科目支出科目支出科目コードコードコードコード

０１１０１０１３

０１１０２０１０

０１１０３０１６

０１１０７０１１

防災復旧業務 

特別支援教育手当

特別支援教育手当（短時間勤務者）

学科主任 

農場長 

備     考

渉外主任

図書主任 

修学旅行等引率

内　　　　　　　容

教員特
殊業務
手当

補導業務

防災復旧業務（甚大被害）

対外運動競技等引率

教務主任

多学年
学級担
当手当

３の学年学級担当

２の学年学級担当

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当

部主任 

研修主任

進路指導主事

生徒指導主任

寮務主任 

小学校費

中学校費

高等学校総務費

特別支援学校費

月額特殊勤務手当（手当不支給）

救急業務

特別支
援教育
手当

部活動

生徒指導主事

学年主任
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